
※当組合の職員が通帳・証書または現金等をお預かりする時は「受取証」を発行いたしますので、必ずお受取りください。

貸金庫サービスのご案内
重要な書類から思い出の品まで…大切にお守りいたします!（設置店舗：本店営業部・明野支店・光吉支店・高田支店）

R2.12

保険金額
（詳細右記のとおり）

保険金額
（詳細右記のとおり）

※いずれも、傷害死亡および傷害後遺障害補償がセットになっております。   ※補償に関して、お客様の保険料のご負担は一切ありません。

※傷害後遺障害保険金は障害の程度により保険金額の4%～100%をお支払いいたします

※傷害後遺障害保険金は障害の程度により保険金額の4%～100%をお支払いいたします



傷害保険正式名称：団体総合生活補償保険（MS&AD型）傷害保険正式名称：団体総合生活補償保険（MS&AD型）

定期積金の預金者（被保険者）が、積立期間中に下記の事由等によるケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡
した場合または所定の後遺障害が発生した場合に、預金者（被保険者）本人または預金者の法定相続人に保険金をお支払いします。

下記の事由等によるケガについては、保険金をお支払いできません。

など

など

このチラシは概要を説明したものです。団体総合生活補償保険（MS&AD型）のパンフレットをご覧ください。
また詳しくは『ご契約のしおり（普通保険約款・特約）』をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社まで請求ください。

お客様に保険事故が発生した場合は
ただちに引受保険会社または取扱代
理店までご連絡ください。
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